
 

閣 議 及 び 閣 僚 懇 談 会 議 事 録 

開催日時：令和８年４月１０日（金）   ８：２１～８：２８ 

開催場所：総理大臣官邸閣議室 

出 席 者：高 市 早 苗 内閣総理大臣 

林 芳 正 国務大臣（総務大臣） 

平 口  洋 国務大臣（法務大臣） 

茂 木 敏 充 国務大臣（外務大臣） 

片 山 さつき 国務大臣（財務大臣、内閣府特命担当大臣） 

松 本 洋 平 国務大臣（文部科学大臣） 

上 野 賢一郎 国務大臣（厚生労働大臣） 

鈴 木 憲 和 国務大臣（農林水産大臣） 

赤 澤 亮 正 国務大臣（経済産業大臣、内閣府特命担当大臣） 

金 子 恭 之 国務大臣（国土交通大臣） 

石 原 宏 高 国務大臣（環境大臣、内閣府特命担当大臣） 

小 泉 進次郎 国務大臣（防衛大臣） 

木 原  稔 国務大臣（内閣官房長官） 

松 本   尚 国務大臣（デジタル大臣、内閣府特命担当大臣） 

牧 野 たかお 国務大臣（復興大臣） 

あかま 二 郎 国務大臣（国家公安委員会委員長、内閣府特命担当大臣） 

黄川田 仁 志 国務大臣（内閣府特命担当大臣） 

城 内 実 国務大臣（内閣府特命担当大臣） 

小野田 紀 美 国務大臣（内閣府特命担当大臣） 

陪 席 者：尾 﨑 正 直 内閣官房副長官 

佐 藤   啓 内閣官房副長官 

露 木 康 浩 内閣官房副長官 

岩 尾 信 行 内閣法制局長官 

閣議案件：別添案件表のとおり。 

○国会提出案件     ６件 

○法律案        ４件 

○政令         １件 

○人事         １件 

○配布         １件 

いずれも、案件表のとおり、決定等となった。 
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議事内容： 

○木原国務大臣：ただ今から、閣議を開催いたします。

  まず、閣議案件について、佐藤副長官から御説明申し上げます。

○佐藤内閣官房副長官：国会提出案件について、申し上げます。まず、「再生可能エネ

ルギー特別措置法に基づく国会報告」について、御決定をお願いいたします。本件

は、経済産業大臣が定めた令和８年度以降の調達価格等を報告するものであります。 
  次に、質問主意書に対する答弁書５件について、お手元の資料のとおり、御決定

をお願いいたします。

  次に、法律案４件について、御決定をお願いいたします。まず、「金融商品取引法

及び資金決済法の一部改正法案」は、暗号資産の取引を金融商品の取引として規制

対象とし、暗号資産に係る情報の公表制度、インサイダー取引規制の整備等を行う

ものであります。

  次に、「ヒトゲノム編集胚等の取扱いの規制に関する法律案」は、ヒトゲノム編集

胚等を人又は動物の体内に移植することを原則として禁止するとともに、作成、譲

受け及び輸入並びに使用を規制する等の措置を講ずるものであります。

  次に、「廃棄物処理法等の一部改正法案」は、使用済みの金属等の保管又は再生を

行う事業について許可制を導入するとともに、非常災害時における廃棄物の最終処

分場の指定制度の創設等の措置を講ずるものであります。

  次に、「ＰⅭＢ特別措置法及びＪＥＳＣＯ法の一部改正法案」は、高濃度ＰＣＢ廃

棄物等の処分がほぼ完了することを踏まえ、ＪＥＳＣＯのＰＣＢ処理事業を廃止す

るとともに、低濃度ＰＣＢ製品が廃棄物となる場合の処分に係る規制を設ける等の

措置を講ずるものであります。

  次に、政令について、御決定をお願いいたします。「土地改良法施行令の一部改正

令」は、農業の生産条件が不利な特定の地域において都道府県営土地改良事業の申

請要件の緩和等を行うものであります。

  次に、人事案件について、申し上げます。六反田篤外１７２名の叙位又は叙勲に

ついて、御決定をお願いいたします。なお、元衆議院議員松本純を、従三位に叙す

るものがあります。

  次に、配布資料といたしまして、「外交青書」があります。本件につきましては、

後程、外務大臣から御発言があります。

○木原国務大臣：次に、大臣発言がございます。まず、外務大臣。

○茂木国務大臣：令和８年版外交青書の要旨をお手元に配布いたしました。世界は今、

大きな構造的変化の中にあります。日本を取り巻く安全保障環境も一段と厳しさを

増しています。こうした中、高市内閣の掲げる「平和と繁栄を創る『責任ある日本

外交』」を推進すべく、国際社会の変化に対応した「多角的、重層的連携をリードす

る包容力と力強さを兼ね備えた外交」を展開することで、国益を守り、国際社会か

らの期待に応えていきます。令和８年版外交青書は、こうした日本外交の取組を、

幅広く、しっかり発信する内容としています。

○木原国務大臣：次に、財務大臣。
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○片山国務大臣：令和８年度予算につきましては、４月７日に成立いたしました。こ

こに改めて各位の御協力に対し感謝申し上げます。本予算は、「責任ある積極財政」

の考えの下、「強い経済」を実現する予算であり、複数年度の取組や歳出構造の平時

化に向けた取組を推進し、重要施策について当初予算での増額を実現しました。閣

僚各位におかれましては、本予算の迅速かつ着実な執行を進めていただきますよう、

お願いいたします。

○木原国務大臣：次に、農林水産大臣。

○鈴木国務大臣：４月１５日から５月１４日までの１か月間は、「みどりの月間」で

す。当該期間中には、国民の皆様に身近な緑や森林に親しんでいただけるよう、各

種緑化行事を開催いたします。また、この間「緑の募金運動」を重点的に展開して

まいります。緑の募金は、植樹などの活動のほか、令和６年能登半島地震や令和７

年岩手県大船渡市の林野火災など、災害被災地の支援にも活用されています。各大

臣におかれましては、「みどりの月間」の最初の一週間である４月１５日から４月

２１日まで、緑の羽根を御着用いただき、運動に御協力を賜りますよう、お願い申

し上げます。

○木原国務大臣：次に、私から、第２２１回国会における内閣提出予定法律案及び条

約の閣議付議状況等について、申し上げます。今国会の内閣提出予定法律案及び条

約につきましては、本日決定された法律案を含め、法律案６０件、条約１２件が決

定されました。これにより、閣議付議期限である本日までに閣議決定できないもの

は、「刑事訴訟法の一部を改正する法律案」１件となります。主務大臣におかれて

は、早期決定のため引き続き御尽力をお願いいたします。

  これをもちまして、閣議を終了いたします。

  引き続き、閣僚懇談会を開催いたします。まず、財務大臣。

○片山国務大臣：財務省では、予算が効率的・効果的に執行されているかを調査し、

その結果を予算編成等に活用する予算執行調査を行っており、この度、令和８年度

において、計３１件の調査を実施することといたしました。租税特別措置・補助金

見直しの取組とも連携して進めていくこととしています。閣僚各位におかれまして

は、調査の円滑な実施につき、御理解と御協力をよろしくお願いいたします。

○木原国務大臣：次に、私から、ゴールデンウィーク期間における閣僚等の連絡体制

等について、申し上げます。内閣としての危機管理上の観点から、①各閣僚は、い

かなるときも連絡が取れる態勢をとること、②緊急事態の対応に関し、官邸との連

絡・調整はもとより、速やかに必要な情報が伝えられるよう体制整備をとること、

③各閣僚が離京する際には、必ず副大臣又は大臣政務官が代理で対応できるよう調

整をすることの３点をお願いしているところです。ゴールデンウィークには閣僚等

の多くが海外出張等を検討されているかと思いますが、改めて閣僚不在時における

対応について徹底をお願いします。また、ゴールデンウィーク期間中の閣僚の海外

出張については、危機管理の観点に加え、国会審議との関係や臨時代理の指定等を

要することから、私の方で調整させていただく場合もありますので、御了知願いま

す。なお、議運での了承が得られるまで取扱いに御留意願います。
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  ほかに御発言はございますか。

  無いようですので、以上をもちまして、閣僚懇談会を終了いたします。
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令和８年 

４月 10日 

◎ 国 会 提出 案件

○ 再 生 可能エ ネ ルギ ー 電気 の 利用 の 促進 に 関す る 特

別 措 置 法 第２条 の ２第 ６ 項、 第 ２条 の ３第 ９ 項 、

第 ３ 条 第 １０項 、 第４ 条 第５ 項 にお い て準 用 す る

同 条 第 ４ 項、第 ５ 条第 ９ 項に お いて 準 用す る 同 条

第 ８ 項 、 第１５ 条 の１ ２ 第７ 項 及び 同 条第 ８ 項 に

お い て 準 用する 同 条第 ７ 項並 び に第 １ ５条 の １ ３

第 ４ 項 に おいて 準 用す る 第２ 条 の３ 第 ９項 の 規 定

に 基 づ く 報告に つ いて （ 決定 ）  （ 経 済産 業 省）

1. 参 議院 議 員牧 山 ひろ え （立 憲 ）提 出 準備 期 間

が 極 めて 短い中 で 執行 さ れた 衆 議院 議 員総 選

挙 に 関す る質問 に 対す る 答弁 書 につ い て

（ 決 定）            （ 総 務省 ）

〃 ○ 1. 衆議 院 議員 長 妻昭 （ 中道 ） 提出 米 国の イ ラン

攻 撃 の 法的評 価 と在 日 米軍 に 関す る 質問 に 対

す る 答 弁書に つ いて （ 決定 ）   （ 外務 省 ）

1. 参 議院 議員高 良 沙哉 （ 沖縄 ） 提出 「 外国 人 と

の 秩 序 あ る共生 社 会の 実 現」 に 向け た 日米 地

位 協 定 改 定の必 要 性等 に 関す る 質問 に 対す る

答 弁 書 に ついて （ 決定 ）      （ 同上 ）

1. 衆 議院 議員長 妻 昭（ 中 道） 提 出い わ ゆる 「 消

え た 年 金 」を探 す 「持 ち 主不 明 記録 検 索」 に

関 す る 質 問に対 す る答 弁 書に つ いて （ 決定 ）

（ 厚 生労 働省） 

1. 参 議院 議員石 垣 のり こ （立 憲 ）提 出 ナフ サ 及

び 医 療 用 石油関 連 製品 等 の供 給 体制 に 関す る

質 問 に 対 する答 弁 書に つ いて （ 決定 ）

（ 経 済産 業省） 

（ 金 ）閣 議 案 件

資 料
あ り

［ 別　添 ］
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◎ 法 律案

○ 金融商 品 取引 法 及び 資 金決 済 に関 す る法 律 の一 部

を 改 正 す る法律 案 （決 定 ）  （ 金融 庁 ・財 務 省）

〃 ○ ヒト ゲノ ム 編集 胚 等の 取 扱い の 規制 に 関す る 法律

案 （ 決 定 ）

（ 厚 生 労働 省・ こ ども 家 庭庁 ・ 文部 科 学省 ） 

〃 ○ 廃 棄物の 処 理及 び 清掃 に 関す る 法律 等 の一 部 を改

正 す る法 律 案（ 決 定）     （環 境 ・財 務 省）

〃 ○ ポ リ塩化 ビ フェ ニ ル廃 棄 物の 適 正な 処 理の 推 進に

関 す る特 別 措置 法 及び 中 間貯 蔵 ・環 境 安全 事 業 株

式 会 社法 の 一部 を 改正 す る法 律 案（ 決 定）

（ 環 境 省） 

◎ 政 令 

○ 土 地 改 良法施 行 令の 一 部を 改 正す る 政令 （ 決定 ）

（ 農 林 水 産・ 財 務省 ） 

◎ 人 事

○ 長 崎 大学名 誉 教授 六 反田 篤 外１ ７ ２名 の 叙位 又 は

叙 勲 に つ いて（ 決 定）

◎ 配 布 

☆ 令 和 ８ 年版外 交 青書 （ 外 務省 ） 

〔 ○ 署名 あ り ☆ 署名 な し〕

資 料
あ り

資 料
あ り

資 料
あ り
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